
階層 標準時間保育 短時間保育

Ａ 0 0 0

Ｂ 0 0 0

備考
（注１）

（注２）

（注３）

（注４）

（注５）

（4） 『(特定増改築等)住宅借入金等特別控除』

次に掲げる規定は適用しないものとします。

（1） 『寄附金控除』（国及び地方公共団体に対する寄附金） （5） 『住宅耐震改修特別控除』
（2） 『配当控除』 （6） 『住宅特定改修特別控除』
（3） 『外国税額控除』 （7） 『認定長期優良住宅新築等特別控除』

24 493,000円～ 0

「３歳 未満」「３歳 以上」の年齢区分は入所した日の属する年度の初日の前日における満年齢によるものとします。

令和7年9月より、東京都の第1子保育料無償化にあわせて、認可保育施設に通う市内在住のすべてのお子さんの保育料が
無償化になりました。※教材費、行事費、延長保育料等は無償化の対象外です。

この表の「均等割額」とは、地方税法第２９２条第１項第１号に規定する均等割の額をいい、「所得割課税額」とは、同項第２
号に規定する所得割（この所得割を計算する場合には、同法第３１４条の７、第３１４条の８及び第３１４条の９並びに同法附則
第５条第３項、第５条の４第６項、第５条の４の２第５項、第５条の５第２項及び第7条の２第４項及び第５項、第７条の３第２項並
びに第４５条の規定は適用しないものとする。）の額をいいます。この場合において、市民税の賦課期日において指定都市
（地方自治法第２５２条の１９第２項）の区域内に住所を有する者については、その者を指定都市以外の市町村の区域内に
住所を有する者とみなして、所得割課税額を算定するものとする。なお、同法第３２３条に規定する市町村民税の減免があっ
た場合には、その額を所得割課税額又は均等割額から順次控除して得た額を所得割課税額又は均等割額とします。

0 0

保育料負担がなくても入園選考の際の優先順位、給食費（副食費）、延長保育料額の決定などに保育料階層を定める必要
があります。

22 397,000円～445,000円未満 0

23 445,000円～493,000円未満 0

0 0

0 0

20 301,000円～349,000円未満 0

21 349,000円～397,000円未満 0

0 0

0 0

18 256,100円～278,550円未満 0

19 278,550円～301,000円未満 0

0 0

0 0

16 211,201円～233,650円未満 0

17 233,650円～256,100円未満 0

0 0

0 0

14 169,000円～190,100円未満 0

15 190,100円～211,201円未満 0

0 0

0 0

12 140,200円～154,600円未満 0

13 154,600円～169,000円未満 0

0 0

0 0

10 111,400円～125,800円未満 0

11 125,800円～140,200円未満 0

0 0

0 0

8 87,000円～97,000円未満 0

9 97,000円～111,400円未満 0

0 0

0 0

6 67,400円～77,101円未満 0

7 77,101円～87,000円未満 0

28,000円～48,600円未満 0

4 48,600円～57,700円未満 0

5 57,700円～67,400円未満 0

0 0

Ａ階層を除き、当該年度分の市民税が非課税の世帯

Ｃ

Ａ階層及びＢ階層
を除き、当該年度

分市民税課税世帯
で右記の区分に該

当する世帯

第 １
階層

当該年度分の市民税が均等割額のみの世帯 0

2
当該年度分の市民税の所得割額が28,000円
未満の世帯

0

3

認可保育所・認定こども園（2号・3号）・地域型保育事業の利用者負担額表　（単位：円）

各月初日に在籍する支給認定子どもの属する世帯の階層区分
３歳未満児

（月額） ３歳以上児
（月額）

市民税等による定義

生活保護法による被保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永
住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者のの自立の支援に関する法律による
支援給付受給世帯

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0


